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第 3 表
県　　　　　 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

県 庁 舎 整 備 事 業 94，600

証書借入又
は債券発行
（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）
による。

年 8．0％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

借入先の融通条件に
よる。ただし、県の
財政の都合又は融通
条件により繰り上げ
をし、償還年限を短
縮し、又は低利債に
借り換えすることが
できるものとする。

総合庁舎施設等整備事業 3，500

防 災 対 策 事 業 48，900

大和平野中央プロジェクト
推 進 事 業 118，700

文 化 財 保 存 事 業 26，800

文 化 会 館 整 備 事 業 145，700

民 俗 博 物 館 整 備 事 業 49，600

美 術 館 整 備 事 業 76，400

万 葉 文 化 館 整 備 事 業 255，900

橿原考古学研究所整備事業 71，900

橿原考古学研究所附属
博 物 館 整 備 事 業 47，700

図 書 情 報 館 整 備 事 業 6，900

文化観光拠点施設整備事業 2，600

野外活動センター整備事業 6，500

人権センター整備事業 3，500

スポーツ拠点施設整備事業 33，400

橿 原 公 苑 整 備 事 業 44，600

児童福祉施設整備事業 375，200

千円

議第 1号　令和 4年度奈良県一般会計予算
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

障害者福祉施設整備事業 42，300

証書借入又
は債券発行
（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）
による。

年 8．0％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

借入先の融通条件に
よる。ただし、県の
財政の都合又は融通
条件により繰り上げ
をし、償還年限を短
縮し、又は低利債に
借り換えすることが
できるものとする。

老人福祉施設整備事業 147，800

社会福祉施設整備事業 8，900

県 有 林 造 成 事 業 10，000

治 山 事 業 751，600

古 都 保 存 事 業 110，700

国立国定公園整備事業 49，100

県立自然公園整備事業 9，100

土 地 改 良 事 業 124，100

農 道 整 備 事 業 89，100

農 地 防 災 事 業 66，400

直 轄 土 地 改 良 事 業 39，300

農林振興事務所整備事業 18，600

なら食と農の魅力創造
国 際 大 学 校 整 備 事 業 175，200

農業研究開発センター
整 備 事 業 3，400

みつえ高原牧場整備事業 8，400

家畜保健衛生所整備事業 1，900

産業振興総合センター
整 備 事 業 31，000

中南和産業集積地形成事業 235，200

法隆寺ｉセンター整備事業 25，300

千円

議第 1号　令和 4年度奈良県一般会計予算
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起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

奈良春日野国際フォーラム
整 備 事 業 500

証書借入又
は債券発行
（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）
による。

年 8．0％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

借入先の融通条件に
よる。ただし、県の
財政の都合又は融通
条件により繰り上げ
をし、償還年限を短
縮し、又は低利債に
借り換えすることが
できるものとする。

道 路 整 備 事 業 7，909，500

自 然 災 害 防 止 事 業 1，177，400

臨時単独道路整備事業 2，372，000

街 路 改 良 事 業 1，478，400

直 轄 道 路 整 備 事 業 8，577，000

河 川 改 良 事 業 1，310，200

臨時単独河川整備事業 4，074，600

砂 防 事 業 1，543，000

ダ ム 建 設 事 業 139，400

直 轄 河 川 事 業 2，044，900

都 市 公 園 事 業 884，000

公 営 住 宅 建 設 事 業 345，600

土 木 事 務 所 整 備 事 業 2，700

中 町 道 の 駅 整 備 事 業 207，300

ヘ リ ポ ー ト 整 備 事 業 2，200

大 規 模 広 域 防 災 拠 点
整 備 事 業 4，700，000

警 察 施 設 整 備 事 業 651，500

交通安全施設整備事業 284，900

高 等 学 校 建 設 事 業 929，300

千円

議第 1号　令和 4年度奈良県一般会計予算
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議第 1号　令和 4年度奈良県一般会計予算

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

特別支援学校建設事業 195，700

証書借入又
は債券発行
（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）
による。

年 8．0％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

借入先の融通条件に
よる。ただし、県の
財政の都合又は融通
条件により繰り上げ
をし、償還年限を短
縮し、又は低利債に
借り換えすることが
できるものとする。

県 立 大 学 整 備 事 業 97，800

同和問題関係史料センター
整 備 事 業 10，100

情報教育環境整備事業 121，700

農林水産施設災害復旧事業 4，300

土木施設災害復旧事業 2，017，500

上 水 道 建 設 出 資 事 業 27，500

臨 時 財 政 対 策 10，500，000

計 54，968，800

千円
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議第 2号
令和 4年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算

　令和 4年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18，145，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（県　債）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1項の規定により起こすことができる県債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2表県債」による。

　　　　令和  4  年  2  月 25 日提出

  奈 良 県 知 事　　　荒　　　井　　　正　　　吾　　　　　

議第 2号　令和 4年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

983,145,21金入繰1

1 一 般 会 計 繰 入 金 12,541,389

116,801,4入収諸2

1 貸 付 金 元 利 収 入 4,108,611

000,594,1債県3

000,594,1債県1

18,145,000

額金項款

歳 入 合 計

議第 2号　令和 4年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,541,81費学大科医1

1 医 科 大 学 費

2 医 科 大 学 公 債 費 4,108,611

18,145,000

額金項款

歳 出 合 計

14,036,389

議第 2号　令和 4年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算
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議第 2号　令和 4年度公立大学法人奈良県立医科大学関係経費特別会計予算

第 2 表
県　　　　　 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

医 科 大 学 貸 付 事 業 1，495，000
証書借入又
は債券発行
による。

年 8．0％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを行
った後にお
いては、当
該見直し後
の利率）

借入先の融通条件に
よる。ただし、県の
財政の都合又は融通
条件により繰り上げ
をし、償還年限を短
縮し、又は低利債に
借り換えすることが
できるものとする。

千円
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議第 3号
令和 4年度奈良県営競輪事業費特別会計予算

　令和 4年度奈良県営競輪事業費特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26，138，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、「第 2表債務負担行為」による。

　　　　令和  4  年  2  月 25 日提出

  奈 良 県 知 事　　　荒　　　井　　　正　　　吾　　　　　

議第 3号　令和 4年度奈良県営競輪事業費特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

520,775,52入収業事1

1 事 業 収 入

609,67入収産財2

1 財 産 運 用 収 入

582,37金入繰3

1 繰 入 金

487,014入収諸4

487,014入雑1

26,138,000

額金項款

歳 入 合 計

25,577,025

76,906

73,285

議第 3号　令和 4年度奈良県営競輪事業費特別会計予算
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　　　歳　出

千円

1 産 業 ・ 観 光 振 興 費 26,138,000

1 競 輪 事 業 費

26,138,000

額金項款

歳 出 合 計

26,138,000

議第 3号　令和 4年度奈良県営競輪事業費特別会計予算
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　　第 2 表

債　務　負　担　行　為

千円

限 度 額期 間事 項

奈良県営競輪場第一払戻
所等除却事業にかかる契
約

829,851度年5和令

議第 3号　令和 4年度奈良県営競輪事業費特別会計予算
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議第 4号
令和 4年度奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計予算

　令和 4年度奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ208，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  4  年  2  月 25 日提出

  奈 良 県 知 事　　　荒　　　井　　　正　　　吾　　　　　

議第 4号　令和 4年度奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

1 使 用 料 及 び 手 数 料 198,000

1 使 用 料

000,01金入繰2

1 一 般 会 計 繰 入 金 10,000

208,000

額金項款

歳 入 合 計

198,000

議第 4号　令和 4年度奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計予算
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　　　歳　出

千円

1 県 土 マ ネ ジ メ ン ト 費 208,000

1
自 動 車 駐 車 場 及 び
自 動 車 乗 降 場 費

208,000

208,000

額金項款

歳 出 合 計

議第 4号　令和 4年度奈良県自動車駐車場及び奈良県自動車乗降場費特別会計予算
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議第 5号
令和 4年度奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算

　令和 4年度奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ137，500千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  4  年  2  月 25 日提出

  奈 良 県 知 事　　　荒　　　井　　　正　　　吾　　　　　

議第 5号　令和 4年度奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

596,49金越繰1

1 繰 越 金

508,24入収諸2

1 貸 付 金 元 利 収 入 42,405

004入雑2

137,500

額金項款

歳 入 合 計

94,695

議第 5号　令和 4年度奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算
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　　　歳　出

千円

1
文 化 ・ 教 育 ・ く ら し
創 造 費

137,500

1
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金
貸 付 事 業 費

137,500

137,500

額金項款

歳 出 合 計

議第 5号　令和 4年度奈良県母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算
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議第 6号
令和 4年度奈良県農業改良資金貸付金特別会計予算

　令和 4年度奈良県農業改良資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23，700千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  4  年  2  月 25 日提出

  奈 良 県 知 事　　　荒　　　井　　　正　　　吾　　　　　

議第 6号　令和 4年度奈良県農業改良資金貸付金特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

015,1金入繰1

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,510

947,01金越繰2

1 繰 越 金

144,11入収諸3

02子利金預県1

2 貸 付 金 元 利 収 入 11,411

01入雑3

23,700

額金項款

歳 入 合 計

10,749

議第 6号　令和 4年度奈良県農業改良資金貸付金特別会計予算
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　　　歳　出

千円

1 食 と 農 の 振 興 費 23,700

1
農 業 改 良 資 金
貸 付 事 業 費

23,700

23,700

額金項款

歳 出 合 計

議第 6号　令和 4年度奈良県農業改良資金貸付金特別会計予算
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議第 7号
令和 4年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計予算

　令和 4年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ484，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

（県　債）

第 2 条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第 1項の規定により起こすことができる県債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 2表県債」による。

　　　　令和  4  年  2  月 25 日提出

  奈 良 県 知 事　　　荒　　　井　　　正　　　吾　　　　　

議第 7号　令和 4年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

134,59金越繰1

1 繰 越 金

965,832入収諸2

51子利金預県1

2 貸 付 金 元 利 収 入 238,551

3入雑3

000,051債県3

000,051債県1

484,000

額金項款

歳 入 合 計

95,431

議第 7号　令和 4年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計予算
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　　　歳　出

千円

1 産 業 ・ 観 光 振 興 費 484,000

1
中 小 企 業 振 興 資 金
貸 付 事 業 費

484,000

484,000

額金項款

歳 出 合 計

議第 7号　令和 4年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計予算



-　 -42

議第 7号　令和 4年度奈良県中小企業振興資金貸付金特別会計予算

第 2 表
県　　　　　 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

設 備 貸 与 資 金 貸 付 金 150，000
証書借入に
よる。

年 0．5％
以 内

独立行政法人中小企
業基盤整備機構の融
通条件による。

千円
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議第 8号
令和 4年度奈良県証紙収入特別会計予算

　令和 4年度奈良県証紙収入特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3，226，000千円と定める。

2　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1表歳入歳出予算」による。

　　　　令和  4  年  2  月 25 日提出

  奈 良 県 知 事　　　荒　　　井　　　正　　　吾　　　　　

議第 8号　令和 4年度奈良県証紙収入特別会計予算
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　　第 1 表

歳　入　歳　出　予　算

　　　歳　入

千円

000,120,3入収紙証1

3,021,0001 証 紙 収 入

000,502金越繰2

1 繰 越 金

3,226,000

額金項款

歳 入 合 計

205,000

議第 8号　令和 4年度奈良県証紙収入特別会計予算
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　　　歳　出

千円

000,622,3金出繰1

1 一 般 会 計 繰 出 金 3,226,000

3,226,000

額金項款

歳 出 合 計

議第 8号　令和 4年度奈良県証紙収入特別会計予算


